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むつ市議会第２０５回定例会会議録 第６号

平成２２年９月１７日（金曜日）午前１０時開議議事日程 第６号

◎諸般の報告

【委員長報告、質疑、討論、採決】

第１ 議案第44号 むつ市水道事業の設置等に関する条例

第２ 議案第45号 むつ市地域振興基金条例の一部を改正する条例

第３ 議案第46号 むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例

第４ 議案第47号 財産の無償譲渡について

第５ 議案第48号 財産の取得について

（老朽化した福祉バス２台を更新するためのもの）

第６ 議案第49号 新たに生じた土地の確認について

第７ 議案第50号 新たに生じた土地の町名について

第８ 議案第54号 平成22年度むつ市介護保険特別会計補正予算

第９ 議案第55号 平成21年度むつ市一般会計歳入歳出決算

第10 議案第56号 平成21年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

第11 議案第57号 平成21年度むつ市老人保健特別会計歳入歳出決算

第12 議案第58号 平成21年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

第13 議案第59号 平成21年度むつ市下水道事業特別会計歳入歳出決算

第14 議案第60号 平成21年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算

第15 議案第61号 平成21年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算

第16 議案第62号 平成21年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算

第17 議案第63号 平成21年度むつ市用地造成事業会計決算

第18 議案第64号 平成21年度むつ市水道事業会計決算

【報告に対する質疑】

第19 報告第14号 平成21年度むつ市健全化判断比率について

第20 報告第15号 平成21年度むつ市公営企業会計資金不足比率について

【議員派遣】

第21 議員派遣について

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（村中徹也） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は29人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（村中徹也） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

９月６日、各委員会に付託いたしました議案の

審査結果について、総務教育、産業建設、民生福

祉の各常任委員長及び決算審査特別委員長からそ

れぞれ会議規則第104条の規定に基づき、委員会

審査報告書の提出がありました。なお、報告書は

、 。お手元に配布しておりますので ごらん願います

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第６号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第18 委員長報告、

質疑、討論、採決

〇議長（村中徹也） 日程第１ 議案第44号 むつ

市水道事業の設置等に関する条例から、日程第

18 議案第64号 平成21年度むつ市水道事業会計

決算までの18件を一括議題といたします。

委員会付託した議案についての各委員会におけ

る審査の経過並びに結果について、各委員長から

報告を求めます。

まず、議案第45号、議案第47号、議案第49号及

び議案第50号について、総務教育常任委員長の報

告を求めます。総務教育常任委員長。

（24番 村川壽司議員登壇）

〇24番（村川壽司） おはようございます。総務教

育常任委員会委員長報告をいたします。

総務教育常任委員会に付託されました議案４件

について、審査の経過と結果をご報告申し上げま

す。

本委員会は、９月６日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりでありますが、付託され

た議案につきましては、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

初めに、議案第45号 むつ市地域振興基金条例

の一部を改正する条例についてでありますが、理

事者側から、むつ市地域振興基金の確実な保全を

図るため、当該基金を預金として預ける金融機関

が破綻した場合に備え、基金に属する現金をペイ

オフ対策として、歳計現金に繰り替えて運用でき

る規定を追加するものとの説明がありました。

これに対し委員から、地域振興基金の内容及び

繰替運用などについての質疑があり、理事者側か

ら、電源立地地域対策交付金を原資として、後年

度の地域振興事業のために設けられた基金だが、

最近では下北駅前整備事業に全額を充当し、基金

の現在高はゼロとなっている。また、具体的に繰

替運用とは、基金の預け入れ金融機関が破綻すれ

ば預金債権がなくなるが、その金融機関に地方債

の借り入れや一時借入金があれば、預金と借り入

れ分を相殺し、結果として基金を起債や一時借入

金の償還に充てることとの答弁がありました。

さらに、同委員から、基金残高がゼロでも基金

を残しているのはなぜかとの質疑があり、理事者

側から、現在は電源立地地域対策交付金をソフト
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事業へ優先して事業充当しているが、将来的には

事業を構築して基金造成することも想定されるこ

とから基金を残しているとの答弁がありました。

次に、議案第47号 財産の無償譲渡についてで

ありますが、理事者側から、むつ湾フェリー株式

会社に対する平成20年度から平成22年度までの出

資に係る株券を同社に無償譲渡するためのものと

の説明がありました。

これに対し委員から、この手法によりむつ湾フ

ェリー株式会社は、どの程度法人税対策になった

か試算しているのかとの質疑があり、理事者側か

ら、市としては、補助金の場合との差は承知して

いないとの答弁がありました。

次に、議案第49号 新たに生じた土地の確認に

ついてでありますが、理事者側から、大畑地区広

域漁港整備事業により、漁港施設用地として整備

した公有水面埋立地を確認するためのものとの説

明がありました。

これに対し委員から、大畑地区広域漁港整備事

業についての質疑があり、理事者側から、合併前

からの県事業であり、護岸の老朽化に伴う改修工

事で、平成22年３月30日に公有水面埋め立て工事

、 。が竣工 認可を受け事業は一区切りとなっている

今後、関連事業として防波堤の工事などが予定さ

れているようであるとの答弁がありました。

また、別の委員から、埋め立てした土地の所有

者についての質疑があり、理事者側から、県の所

有となるとの答弁がありました。

次に、議案第50号 新たに生じた土地の町名に

ついてでありますが、理事者側から、大畑地区広

域漁港整備事業により、漁港施設用地として整備

した公有水面埋立地をむつ市大畑町新町、大畑町

中島、大畑町湯坂下及び大畑町湊村に編入するた

めのものとの説明がありましたが、委員からの質

疑等はありませんでした。

以上で、総務教育常任委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（村中徹也） これで総務教育常任委員長の

報告を終わります。

次は、議案第44号について、産業建設常任委員

長の報告を求めます。産業建設常任委員長。

（26番 佐々木隆徳議員登壇）

〇26番（佐々木隆徳） 産業建設常任委員会に付託

されました議案１件について、審査の経過と結果

をご報告申し上げます。

本委員会は、９月６日、公営企業管理者及び公

営企業局長等の出席を求めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりでありますが、付託され

ました議案につきましては、全会一致で原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

議案第44号 むつ市水道事業の設置等に関する

条例についてでありますが、本案について理事者

側から、むつ市水道ビジョンを基本とする老朽化

した施設の再編や配水管等の整備を推進し、市内

に点在する３地区の水道事業及び11地区の簡易水

道事業をむつ市水道事業へ統合するために、水道

事業経営変更認可が必要なことから関係条例の整

備をするためのものであるとの説明がありまし

た。

本案に対して委員から、既に上水道に統合され

ているむつ地区の簡易水道施設及びこれから上水

道に統合となる川内、脇野沢地区の簡易水道施設

の取り扱いについて質疑があり、理事者側から、

現在むつ地区では、中野沢地区及び前浜地区の２

カ所については、もとの浄水場を配水のための施

設として使用しているが、その他の老朽化してい

る施設については使用しておらず、順次解体等し

ていく予定である。また、川内、脇野沢地区につ

いては、使用可能な施設がほとんどなく、新たに
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建設したほうがより効果的であり、配水管につい

ては、古い管路の中で使用可能な部分は使用する

が、約９割の施設が撤去となる可能性が高いとの

答弁がありました。

また、別の委員から、戸沢地区簡易水道の今後

について質疑があり、理事者側から、現在一部永

、 、下水系から受水し配水しており 今後については

送水管、配水管等管路の入れかえはあるが、今ま

で同様現在の施設を利用し、最終的には全量永下

水系から受水し配水することになるとの答弁があ

りました。

以上で、産業建設常任委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（村中徹也） これで産業建設常任委員長の

報告を終わります。

次は、議案第46号、議案第48号及び議案第54号

、 。について 民生福祉常任委員長の報告を求めます

民生福祉常任委員長。

（29番 斉藤孝昭議員登壇）

〇29番（斉藤孝昭） 民生福祉常任委員会に付託さ

れました議案３件について、審査の経過と結果を

ご報告申し上げます。

本委員会は、９月６日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりでありますが、付託され

ました議案につきましては、全会一致で原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

初めに、議案第46号 むつ市国民健康保険条例

の一部を改正する条例についてでありますが、理

事者側から、５月に国民健康保険法の一部が改正

され、第72条の４に該当する事業が廃止となり、

当該条項が削除されたことにより、関連部分につ

いて条文整理をするためのものであるとの説明が

ありましたが、委員からの質疑等はありませんで

した。

次に、議案第48号 財産の取得についてであり

ますが、理事者側から、老朽化した福祉バス２台

を更新するためのものであり、第204回定例会に

おいて当該バス購入に係る補正予算を可決後に仮

契約をしているが、本案は本契約をするためのも

のであるとの説明がありました。

これに対し複数の委員から、当該バスを多目的

に利用することができないかとの質疑があり、理

事者側から、財団法人日本宝くじ協会からの助成

事業により購入するものであり、福祉バスとして

申請し認定されていること及び民間会社から公用

バスの運行を自制するよう要望があることから、

従来どおり福祉団体等の利用に限定したいとの答

弁がありました。

次に、議案第54号 平成22年度むつ市介護保険

特別会計補正予算についてでありますが、理事者

、 、側から 平成21年度の介護保険事業の確定に伴い

介護保険給付費負担金及び地域支援事業費負担金

の精算により国、県及び支払基金への返還金とし

て2,081万円を増額するものであり、歳入歳出予

算総額は48億4,985万7,000円となるとの説明があ

りましたが、委員からの質疑等はありませんでし

た。

以上で、民生福祉常任委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（村中徹也） これで民生福祉常任委員長の

報告を終わります。

次は、議案第55号から議案第64号について、決

算審査特別委員長の報告を求めます。決算審査特

別委員長。

（27番 半田義秋議員登壇）

〇27番（半田義秋） 決算審査特別委員会に付託さ

れました議案第55号 平成21年度むつ市一般会計

歳入歳出決算から、議案第64号 平成21年度むつ
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市水道事業会計決算までの議案10件について、審

査の経過と結果をご報告申し上げます。

本委員会は、９月７日、８日及び９日に、市長

ほか関係部長等の出席を求めて審査いたしまし

た。

審査の過程で出されました質疑等につきまして

は、議会選出の監査委員を除く全議員で構成する

特別委員会であり、また市民の皆様にはエフエム

アジュールにおいて生放送されておりますので、

省略させていただきます。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりでありますが、付託され

ました各議案について申し上げます。

まず、議案第55号 平成21年度むつ市一般会計

歳入歳出決算及び議案第61号 平成21年度むつ市

介護保険特別会計歳入歳出決算については、委員

１名より反対討論がありましたが、賛成多数で認

定すべきものと決定いたしました。

次に、議案第56号 平成21年度むつ市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算、議案第57号 平成

21年度むつ市老人保健特別会計歳入歳出決算、議

案第58号 平成21年度むつ市後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算、議案第59号 平成21年度むつ

市下水道事業特別会計歳入歳出決算、議案第60号

平成21年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入

歳出決算、議案第62号 平成21年度むつ市魚市場

事業特別会計歳入歳出決算、議案第63号 平成

21年度むつ市用地造成事業会計決算及び議案第

64号 平成21年度むつ市水道事業会計決算は、全

会一致で認定すべきものと決定いたしました。

以上で、決算審査特別委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（村中徹也） これで決算審査特別委員長の

報告を終わります。

以上で、各委員長の報告を終わります。

ここで議事整理のため、午前10時40分まで暫時

休憩いたします。

午前１０時２２分 休憩

午前１０時４０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

これより質疑、討論、採決を行います。

先ほど一括議題といたしました18議案について

は、それぞれ区分して質疑、討論、採決を行いま

すので、ご了承願います。

◇議案第４４号

〇議長（村中徹也） まず、議案第44号 むつ市水

道事業の設置等に関する条例について、産業建設

常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第44号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４５号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第45号 むつ市地

域振興基金条例の一部を改正する条例について、

、 。総務教育常任委員長報告に対し 質疑に入ります

質疑の通告がありません。これで通告による質
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疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第45号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４６号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第46号 むつ市国

民健康保険条例の一部を改正する条例について、

、 。民生福祉常任委員長報告に対し 質疑に入ります

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第46号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４７号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第47号 財産の無

、 、償譲渡について 総務教育常任委員長報告に対し

質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第47号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４８号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第48号 財産の取

得について、民生福祉常任委員長報告に対し、質

疑に入ります。

本案は、老朽化した福祉バス２台を更新するた

めのものであります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第48号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４９号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第49号 新たに生

じた土地の確認について、総務教育常任委員長報

告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第49号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第５０号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第50号 新たに生

じた土地の町名について、総務教育常任委員長報

告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第50号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第５４号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第54号 平成22年

度むつ市介護保険特別会計補正予算について、民

生福祉常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第54号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第５５号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第55号 平成21年

度むつ市一般会計歳入歳出決算について、決算審

査特別委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

（５番 横垣成年議員登壇）

〇５番（横垣成年） 議案第55号 平成21年度むつ

市一般会計歳入歳出決算に対し、反対討論を行い

ます。

本案は、第三田名部小学校と第一川内小学校建

設に約７億4,000万円、妊婦健診を５回から14回

に拡充するなど市民生活に欠かせない事業が多く

実施され、平成20年度の14億6,000万円の累積赤

字を７億3,000万円へ減らした決算となっており

ます。しかしながら、本案は市民を二分する本庁

舎移転事業が約12億5,000万円で実施された決算

ともなっております。

本庁舎は、昨年９月24日オープンし、１年が経

過しようとしております。安かろう悪かろうの建

物となると市民は批判をしておりました。ことし

は暑い夏です。冷房という点では申し分のない建

物です。しかし、隣の会議室の声が筒抜けどころ

か拡大されて聞こえてきます。生活福祉課の相談

室も同様です。庁舎の内部には窓がなく、携帯電

話が使えない部分もあるという建物でありまし

た。そのため、若干改修もしました。

今定例会に防災拠点施設建設が提案されまし

た。土地造成と建物のむつ市負担を合わせると約

４億円です。まさにこれこそ安かろう悪かろうの

象徴ではないでしょうか。本庁舎では300平米の

会議室を防災拠点に使うという設計でありまし

た。現在は、頻繁に会議室を使っている、電話が

ない、防災に必要な機器が設置されていないため

防災拠点に使用できないということであります。

なぜ電話とか必要な機器を設置していないのでし

ょうか。災害が発生しても対応できない庁舎とな

っております。約28億円で庁舎は完成したという

ものの、防災拠点としては不備のある庁舎という

ことですから、今回の防災拠点施設の約４億円も

プラスする必要があるというものであります。

これからいろんな不備の改修や2,000平米以上

の空きスペースの改修が出てまいります。全く新

しくつくった庁舎と同額、またはそれ以上の出費

とならないことを願うばかりであります。

また、平成20年度に国保税が15.1％引き上げさ

れ、平成21年度には介護保険料が10.2％引き上げ

され、約１億円の負担増となりました。平成22年

度は国保税13.8％、水道料金、介護保険料が引き

上げられました。値上げの連続の宮下市政と言え

ます。税金や保険料の負担を解消するどころか引

き上げをそのまま市民に押しつけ、市民を二分す

る本庁舎移転事業を強行した本案に反対をいたし

ます。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いをいたし

ます。

〇議長（村中徹也） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第55号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者24人、起立しない者４人）

（ ） 。 、〇議長 村中徹也 起立多数であります よって

議案第55号は委員長報告のとおり認定されまし

た。

◇議案第５６号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第56号 平成21年

度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算につ

いて、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入

ります。
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質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第56号は委員長報告のとおり認定されま

した。

◇議案第５７号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第57号 平成21年

度むつ市老人保健特別会計歳入歳出決算につい

て、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第57号は委員長報告のとおり認定されま

した。

◇議案第５８号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第58号 平成21年

度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に

ついて、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に

入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第58号は委員長報告のとおり認定されま

した。

◇議案第５９号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第59号 平成21年

度むつ市下水道事業特別会計歳入歳出決算につい

て、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。
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委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第59号は委員長報告のとおり認定されま

した。

◇議案第６０号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第60号 平成21年

度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算

について、決算審査特別委員長報告に対し、質疑

に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第60号は委員長報告のとおり認定されま

した。

◇議案第６１号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第61号 平成21年

度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算につい

て、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。４番工藤孝夫議員。

（４番 工藤孝夫議員登壇）

〇４番（工藤孝夫） 議案第61号 平成21年度むつ

市介護保険特別会計歳入歳出決算に対し討論を行

います。

本案は、創設の段階から保険あって介護なしと

言われる欠陥だらけの介護保険制度に基づく特別

会計決算であります。同時に、本案には平成21年

度第４期の介護保険料約１億円の値上げ負担額が

含まれている決算です。容認できない立場から反

対するものであります。

議員皆様のご賛同をお願いいたします。

〇議長（村中徹也） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第61号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者24人、起立しない者４人）

（ ） 。 、〇議長 村中徹也 起立多数であります よって

議案第61号は委員長報告のとおり認定されまし

た。

◇議案第６２号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第62号 平成21年

度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算につい

て、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第62号は委員長報告のとおり認定されま

した。

◇議案第６３号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第63号 平成21年

度むつ市用地造成事業会計決算について、決算審

査特別委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第63号は委員長報告のとおり認定されま

した。

◇議案第６４号

〇議長（村中徹也） 次は、議案第64号 平成21年

度むつ市水道事業会計決算について、決算審査特

別委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第64号は委員長報告のとおり認定されま

した。

◎日程第19～日程第20 報告に対する

質疑

◇報告第１４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第19 報告第14号

平成21年度むつ市健全化判断比率についてを議題

といたします。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。７番菊池広志議員。

〇７番（菊池広志） このむつ市健全化判断比率の

部分について、若干お聞かせいただきたいと思い

ます。

健全化判断というようなことで、平成20年度か

ら平成21年度というようなことでもって今後の推

移の状況が出ているわけでございますけれども、

市長にぜひとも私聞きたいなと思っているのは、

電源三法交付金でもって約22億円くらいの金額が
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入っているわけです。これは、いろんな形で市民

の生活のために使われてきていると思うのですけ

れども、今回また新たに中間貯蔵施設というよう

なことで交付金が入る予定になっているわけでご

ざいます。

しかしながら、今定例会の中でもいろいろ取り

ざたされたものは、公共料金等々、国保はまた別

の問題としてあるわけでございますけれども、や

はりそういう部分の中でむつ市の市民が支出する

金額というのはそんなに安いという金額ではない

わけでございます。

ただ、本来であればこの交付金というようなも

のは、例えば電力の消費に関して市民の皆さんに

還元するべきものというふうな判断もなされてい

る地区もあるわけでございます。また、他の地区

ではこの交付金が全くない地域もあるわけでござ

います。その部分に関して、我々はこれだけ財政

赤字をしょっていると、そしてまたこれを健全化

していかなければならないという部分で、これだ

けのものがあるにもかかわらず、なぜこのように

料金的なものも若干高いのではないかと言われる

わけでございます。

市民は、以前還元されたときは非常に喜んだわ

けでございますけれども、ただ市民全体の中で、

今の財政状況、逼迫された財政状況を考えると、

この交付金から還元する部分は我慢してでもむつ

市の財政をよくしていきたいのだという思いとい

うのはあると思うのです。その点について、市民

がちょっと首をかしげている部分は、こんなに交

付金があるのになかなか財政が解消されていかな

い。今の状況は解消されているわけでございます

けれども、このような状況の中で、ないところも

あるのに、あるところがなぜこんなに苦しい状況

の中で健全化できないのだというような思いがあ

ると思うのです。その点について市長からご所見

をいただきたいなというふうに思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 健全化比率の問題で、また

個々の形の中でのお尋ねかなと、こういうふうな

報告に対して、それがかなり範囲が広くなったお

尋ねでありました。その部分におきましては、や

はり赤字解消、先ほど反対討論もございましたけ

れども、平成20年度が14億円、そして平成21年度

が約７億円ということで赤字が半減いたしまし

た。そういうふうなところは、反対討論ではある

といえどもご評価をいただいたものと、こういう

ふうに理解を今いたしておるところであります。

やはりこの赤字をしっかり解消していって、そし

てまたその平成23年度を目標にしておりますけれ

ども、その赤字を解消した後、そういうふうなこ

ともまだあるわけでございます。つまり一般質問

の際もお答えをいたしておりますように、これま

での医療機関、この部分が３つの診療所、これが

50億になんなんとする不良債務がございます。そ

ういうふうなところもしっかりと解消していかな

ければいけない。計画的に解消していかなければ

いけない。そしてまた、今菊池広志議員お話しの

ように、電源三法交付金、中間貯蔵施設が設工認

をいただいたということで、増額という報道もさ

れました。この部分は、基金にしっかりプールを

いたしまして、より計画的にそれを使用させてい

ただきたいと、こういうふうに思っております。

つまりその部分の交付金の部分を赤字の解消にと

いうふうなことは、これはできません。やはり赤

字解消は我々のまず行政の身をスリムにして、そ

してまた市民生活、サービスを低下させないよう

な形の中で赤字解消をしていく。一方ではその部

分、交付金が増額になった部分、こういうふうな

ものをしっかりと基金として積み立てて、将来に

わたっての負担を軽減するような形の中で、これ

を運用していかなければいけないと、こういうふ

うな基本的な考えでありますので、ご理解をいた
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だけるものと思います。

〇議長（村中徹也） ７番。

〇７番（菊池広志） １点だけ。今の市長の答弁、

十分わかったわけでございますけれども、ただ赤

字解消をするために交付金は使えないというふう

なことでありますが、私どもは何回も今まで選挙

をやってきているのですけれども、そのたびにど

んどん、どんどんひもつきが消えてきたというよ

うなことであります。

もう市長おわかりのとおり、赤字解消には使え

ないけれども、赤字解消するためにいろんな使い

方というのはできるわけでございます。例えばむ

つ市で必要な道路は、その中でまた名目を変えま

すと、それに使えるわけです。その辺は話をしな

くても市長はわかっていると思うのですけれど

も、それは理由にならないと私ははっきり申し上

げたい。というのは、以前もらった交付金であれ

ば、それは大変に、非常に難しい部分があったの

ですけれども、これだけひもが薄れてきて、いろ

んな形で使えるようになったわけでございますの

で、やはりその点はぜひ市長のご努力を、ますま

すのご努力を切にお願いをして、市民は、やはり

これだけもらっているのにというような思いがあ

るのです。もらっていない地区もあるではないか

と、それでも一生懸命頑張っているのに何だ、お

まえたちはというようなことで、私が言われるの

も甚だなのですけれども、ただその部分ではやは

り疑問に思っているのです、市民は。その部分で

もって、今のこの赤字解消計画、それから健全化

というようなものにまっしぐらに向かっていっ

て、早く体育館をつくれるような財政をつくって

いただかないと、私も15年、何のために今までや

ってきたのかなというようなことを言われますの

で、ぜひとも健全化計画にのっとって、今以上に

加速をしていただいて、今話しされたとおりの交

付金あるわけでございます、十分に。それをうま

く利用しながら一般財源のほうに繰り入れていた

だきたいなというように思います。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで菊池広志議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。３番新谷泰造議員。

〇３番（新谷泰造） 健全化判断比率の中の実質公

債費比率、それから将来負担比率について、よく

はなっているのですけれども、微小でありますの

で、この理由と将来の見通しについてお聞きいた

します。

〇議長（村中徹也） 財務部長。

〇財務部長（下山益雄） 実質公債費比率及び将来

負担比率のポイントについて、その動きが微小で

はないかというふうなお尋ねと受けとめました。

実質赤字比率、それから連結実質赤字比率と、こ

の４つの指標があるものですから、いわゆるそれ

らと比べたら実質公債費比率、それから将来負担

比率が動きが少ないのではないかというふうな多

分お尋ねかと思います。

まず、実質赤字比率、それから連結実質赤字比

率ですけれども、今定例会でご審議いただきまし

た決算でご承知のとおり、一般会計においては平

成20年度末の約14億円余りの赤字を７億円余りま

で大幅に解消することができたということで、そ

の金額がストレートにその率に反映されまして、

実質赤字比率の場合はその赤字の部分の比率にな

るものですから、結構数字が動くというものが大

きく動く要因でございます。それに対しまして、

実質公債費比率、それから将来負担比率等は、い

わゆるそのもととなっているのは、実質公債費比

率のほうが当該年度の部分、それから将来負担比

率の部分が将来に向かってということのその範囲

の中で、いわゆる今持っている起債の残高、ある

いは一時借入金、それから債務の負担を約束して

いるもの、これらの負担がどの程度財政に対する
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割合がどうなのかというふうな比率を示している

のがその部分に当たります。いわゆる公債費等の

残高に対しての比率になるものですから、比較す

る数字のパイが非常に大きゅうございます。です

から、多少そこの部分で起債の残高等が減るよう

なことがありましても、この実質公債費比率等は

数字としてはそう大幅にふえたり、あるいは大幅

に減ったりするようなものではないと。

それから、もう一点の要素といたしましては、

実質公債費比率等は、当該年度の比率だけではな

くて、過去３年間の比率を出しまして、その平均

値で算定していると、そういうふうな要素で、あ

るいはそういう年度の平均値でもって出している

というふうな部分もそれ急激には動かないという

ふうな要素の一つかというふうに考えてございま

す。

それから、将来的には負担比率等がどういうふ

うな形になっていくのかというふうなお尋ねでご

ざいますけれども、まず実質的には公債費の負担

というのは公債費の適正化計画というものを定め

まして、いわゆる将来に対する起債の残高が財政

に負担にならないようにということで取り組んで

ございます。また、活用するに当たりましては、

皆さんのほうにもご説明申し上げているところで

、 、はありますけれども 合併特例債でありますとか

あるいは過疎債等の交付税措置の有利なものにつ

いて心がけて、そういう起債を活用しての事業充

当というふうなことで現在取り組んでいるところ

であります。したがいまして、こういう率への反

映ということでは、そういう交付税で算入される

部分については負担というふうな部分からそがれ

ますので、そういう点ではこの率というのは改善

傾向になるのではないかと、またぜひそうしなけ

ればいけないというふうなことで取り組んでいる

ところでございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） ３番。

〇３番（新谷泰造） そうしますと、長期債務が劇

的に減らない限りは、この基準は劇的によくなる

ということはないという理解でよろしいのでしょ

うか。

〇議長（村中徹也） 財務部長。

（ ） 。〇財務部長 下山益雄 そういう要素はあります

要は起債の残高が将来負担がどうなるかという部

分でございますので、あくまでも基本の部分とし

ては、いわゆる起債の残高がどのぐらい今の将来

的な負担になるかというふうな要素を示す数字で

、 。 、すので 議員お話しのとおりだと思います ただ

先ほど申し上げましたとおり、同じ起債であって

も、交付税措置によるものが明らかな場合、これ

はいわゆる先ほど言いましたように、率の算定か

ら外れますので、その部分にあってはそういう有

利な活用を図っていきたいというふうに考えてい

るところでございます。

〇議長（村中徹也） これで新谷泰造議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

報告第14号の質疑を終わります。

報告第14号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１５号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第20 報告第15号

平成21年度むつ市公営企業会計資金不足比率につ

いてを議題といたします。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。以上で

報告第15号の質疑を終わります。

報告第15号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◎日程第21 議員派遣について

〇議長（村中徹也） 次は、日程第21 議員派遣に

ついてを議題といたします。

本件は、地方自治法第100条第13項及び会議規

則第159条の規定により、青森県市議会議員研修

会に出席させるため、議員を派遣するものであり

ます。

お諮りいたします。お手元に配布のとおり議員

を派遣することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、お手元に配布のとおり議員を派遣することに

決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（村中徹也） これで、本定例会に付議され

た事件はすべて議了いたしました。

以上で、むつ市議会第205回定例会を閉会いた

します。

午前１１時２１分 閉会
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